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平成２９年度第２０回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３０年１月２２日 

                    担当部・課：健康部介護保険課〔内線２４３６〕 

① 件  名 

 

石巻市軽度生活援助訪問型サービス事業の実施について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  介護保険法改正により、平成２７年４月１日から新しい介護予防・日常生活支援総合事業が創設

され、多様な主体が参画し、多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みとなった。 

 

【目的】 

  要支援認定を受けた者又は基本チェックリストによる事業対象者（以下「要支援者等」という。）

に対し、多様な主体による訪問型サービスとして、軽度な生活援助を提供することにより、当該要

支援者等が、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

  

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

石巻市高齢者福祉計画 

第６期介護保険事業計画 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２７年 ４月 １日  介護保険法改正により、新しい介護予防・日常生活支援総合事業創設 

平成２８年 ８月     石巻市生活支援・介護予防体制整備推進協議会（計３回） 

～平成２９年１２月     

 平成２９年１０月     第７期介護保険事業計画策定に係る関係課会議（計２回） 

      ～１１月   

 

⑤ 主な内容 

 

１ 事業内容 

   ・介護予防ケアマネジメントに基づき軽度な生活援助が必要な要支援者等に対し、当該要支援

者等の居宅において、掃除、洗濯、ゴミ出し等のサービスを提供する。 

 

２ 実施団体 

   ・公共的団体、ＮＰＯ等へ委託。 

 

３ 従事者の資格要件 

   ・市が指定する研修を受講すること。ただし、介護職員初任者研修をはじめ、訪問介護員に関

する資格を既に取得している者は、当該研修の受講を免除する。 

（認知症の理解、訪問マナー等、軽度生活援助のための基本的事項に関する研修） 
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４ 遵守すべき規準 

・事故発生時の対応、従事者又は従事者であった者の利用者の秘密の保持、従事者の清潔保持

及び健康状態の管理について、必要な措置を講ずること。 

 

５ 委託料 

   ・３０分当たり８００円。（その他に利用者負担額１００円） 

 

６ 提供時間 

・１回の訪問につき１時間を限度とする。 

 

７ 提供回数 

・この事業のサービスのみを利用する場合は、週２回を限度とする。 

・この事業のサービスと、市の指定を受けた介護サービス事業所による訪問型サービスを利用

する場合は、合わせて週２回を限度とする。 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

  

【影響・効果】 

  要支援者等が、地域において自立した日常生活を営むことができる。 

また、高齢者自身がこの事業の担い手として参加することで、生きがいづくりや介護予防が図ら

れる。 

 

【財源措置】 

   平成３０年度介護保険特別会計予算要求額…委託料 ３，２０３千円 

   国負担割合 ２５％  

県負担割合 １２．５％ 

市負担割合 １２．５％ 

   第１号被保険者負担割合 ２３％ 

   第２号被保険者負担割合 ２７％ 

  

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

  

【軽度生活援助訪問型サービス事業に類似の事業を実施している市町村】  

塩竈市、多賀城市、岩沼市、富谷市、丸森町、山元町、七ヶ浜町 

（総合事業創設以前から実施していた生活援助事業を総合事業に移行） 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

平成３０年 １月  「石巻市軽度生活援助訪問型サービス事業実施要綱」の制定 

           （平成３０年２月１日施行予定） 

２月  市議会第１回定例会に関連予算を提案 

委託団体の選定 

３月  従事者研修の開催 

地域包括支援センターへの説明会の開催 

 ４月  サービス提供開始 

  

⑨ その他 

・介護保険利用ガイド（パンフレット）への掲載 

・市ホームページ等での周知 

 


